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小中一貫教育を推進する上での学校運営協議会の在り方について 

（第一次報告） 

 

 

はじめに 

 

○ 教育再生実行会議第 5次提言を受け、現在、中央教育審議会では、小中一

貫教育の制度化及び総合的な推進方策について精力的な審議がなされてい

る。すでに多くの地域において、小中一貫教育の取組が進められているが、

取組の一層の推進を図るためには、保護者や地域住民等、地域ぐるみで子供

たちの 9年間の学びを支える環境を整備していく必要があり、本協力者会議

では、小中一貫教育の制度化の議論を踏まえつつ、中学校区を運営単位とし

たコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の在り方について議論し

てきた。 

 

○ 本報告は、地域ぐるみで義務教育 9年間の学びを支える仕組みとして、中

学校区内の複数の小・中学校で一体的な学校運営協議会の設置を促進するよ

う提言するものである。 

 

 

１．検討の背景 

 

（１）教育再生実行会議第 5 次提言 

○ 少子・高齢化やグローバル化が進む中、日本が将来にわたって成長し発展

を続け、一人一人の豊かな人生を実現していくためには、個人の可能性を最

大限引き出すとともに、少子化を克服し、国力の源である人材の質と量を充

実・確保していく必要がある。 
 
○ このような観点から、教育再生実行会議において、平成 26 年 6 月に第 5

次提言「今後の学制等の在り方について」が取りまとめられ、子供の発達に

応じた教育の充実、様々な挑戦を可能にする制度の柔軟化など、新しい時代

にふさわしい学制改革の方向性について提言された。 

 

○ 具体的には、幼稚園と小学校、小学校と中学校などの学校間連携の一層の

推進や、小中一貫教育の制度化及び設置促進への支援をはじめ、幅広い提言

がなされており、同提言においては、コミュニティ・スクール（学校運営協
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議会制度）の導入の促進により、保護者や地域住民の参画と支援の下、より

効果的な学校間連携を推進する旨も示されている。 

 

（２）中央教育審議会への諮問と審議状況 

 ○ 上記の教育再生実行会議第 5次提言を受け、平成 26 年 7 月、下村文部科

学大臣から中央教育審議会に対し「子供の発達や学習者の意欲・能力等に

応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について」諮問がなされた。 
 
○ これを受け、現在、同審議会の初等中等教育分科会に小中一貫教育特別部

会が設置され、小中一貫教育の学校制度について、どのような制度設計が考

えられるか、また、小中一貫教育を全国的に展開するとともに、取組の質の

向上を図る観点からどのような方策が考えられるかなどについて、精力的に

審議されている。さらに、小中一貫教育の総合的な推進方策の一つとして、

地域とともにある学校づくりの観点から、小中一貫教育とコミュニティ・ス

クールを併せて支えられるような仕組みづくりが必要との意見も出されて

いる。 

 

（３）地域とともにある学校づくりの提言 

 ○ 文部科学省に置かれた「学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協

力者会議」が平成 23 年 7 月に取りまとめた提言「子どもの豊かな学びを創

造し、地域の絆をつなぐ～地域とともにある学校づくりの推進方策～」に

おいて、「子どもたちの豊かな育ちを確保するために、すべての学校が、地

域の人々と目標を共有した上で、地域と一体となって子どもたちをはぐく

む「地域とともにある学校」となることを目指すべき」とされている。 

 

 ○また、同提言では、地域とともにある学校づくりを推進するため、当面、

国において重点的に推進すべき 5つの目標が掲げられており、その一つと

して「中学校区を運営単位として捉え、複数の小中学校間の連携・接続に

留意した運営体制を拡大」することが掲げられ、「地域とともにある学校づ

くりを促進する新たな仕組みとして、複数校の連携・接続に留意した運営

体制について制度的な課題や推進方策を検討し、その拡大を後押しすべき

である」ことが示されている。 
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２．地域ぐるみで義務教育 9 年間の学びを支える仕組みの現状 

 

（１）学校・家庭・地域の協働体制の基盤としてのコミュニティ・スクール 

○ 学校や子供たちが抱える課題等を解決するとともに、子供たちが豊かで健

やかな成長を遂げるためには、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たし

つつ、社会総掛かりでの教育の実現が不可欠である。 

 

○ 子供たちの「生きる力」は、多様な人々と関わり、様々な経験を重ねてい

く中で育まれるものであり、学校のみで育めるものではない。地域社会との

つながりは、絆を育み、子供たちの成長に豊かさとたくましさを生み出して

くれる。また、地域の未来を担う子供たちの成長は、その地域に住む人々に

とっての夢であり希望でもある。地域社会を構成する一人ひとりが当事者と

しての役割と責任を自覚し、主体的・自主的に子供たちの学びに関わり、支

えていく中で、大人たちもともに学び合い成長を遂げていく姿が理想である。 

 

○ こうした学校・家庭・地域の相互の関係を強化し、社会総掛かりでの教育

の充実を図る上で、学校は、地域社会の中で役割を果たし、地域とともに発

展していくことが重要であり、学校・家庭・地域の協働体制の基盤として、

コミュニティ・スクールの設置促進が図られているところである。 

 

○ また、学校を核として、地域に住む人々が集い、つながり、活動していく

中で、互いに自立し、助け合い、よりよく成長していくための地域コミュニ

ティが活性化していくことが期待されており、コミュニティ・スクールを基

盤とした学校・地域の協働の取組を通じて、地域コミュニティの形成・活性

化を図っていくことが期待されている。 

 

（２）小中一貫教育と地域との関係 

 ○ すでに多くの地域において、地方公共団体における小中一貫教育の取組

により、複数の小学校・中学校が連携して、義務教育 9年間を通じた子供

の育ちを実現する教育が推進されており、学力の向上や、いわゆる中 1ギ

ャップ1の緩和（不登校、いじめ、暴力行為等の減少、中学校進学に不安を

覚える生徒の減少等）、教職員の指導方法への改善意欲の向上に加え、保護

者や地域との協働関係の強化など、様々な効果が報告されている（参考資

料 1参照）。 

 

                                                   
1 児童が小学校から中学校への進学において、新しい環境での学習や生活へうまく適応できず、不登校等

の問題行動につながっていく事態。 
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○ 小中一貫教育のよさは、小・中学校の教職員が義務教育 9年間の全体像を

理解した上で、その系統性・連続性に配慮して教育に取り組むことにあると

ともに、中学校区という一つの大きな地域の中で育っている子供たちの 9

年間の学びを支えられることなどにある。 

 

○ 現在、小中一貫教育に取り組んでいる学校は、地域との関わりの中で取り

組んでいる事例が多く、15 歳までにどのような子供を育てていくかという

目指すべき子供像を保護者や地域住民と共有し、小中一貫教育のカリキュラ

ムに地域の特色を生かしていくなど、子供たちの豊かな学びと育ちを地域ぐ

るみで支える取組が広がっている。 

 

○ 9 年間という学びの中で、地域住民が学校運営に参画し、学校の教育活動

等に関わる機会を充実することを通じ、子供たちの地域に対する誇りや愛情

が育まれるとともに、地域も活性化していく。 

 

（３）小中一貫教育とコミュニティ・スクールの一体的な広がり 

○ 文部科学省が平成 26 年に実施した「小中一貫教育等についての実態調査」

の結果によると、小中一貫教育2を実施している学校において、地域や保護

者との協働関係を強めることを目的に取り組んでいる事項として、コミュニ

ティ・スクールを導入している学校が 15%、コミュニティ・スクールの組織

を小・中学校合同で設けている学校が 7%、コミュニティ・スクールの導入

に向けた検討を行っている学校が 4%という状況3であった。 

 

○ 先進的な小中一貫の取組においては、中学校区を一つの運営単位と捉えた

コミュニティ・スクールと有機的に組み合わせることにより、大きな成果を

上げている。 

 

＜小中一貫教育に取り組むコミュニティ・スクールの事例＞ 

事

例

１ 

・中学校区の小・中学校で「学園」を構成し、小中一貫教育を推進。 
・各学校に学校運営協議会を置きつつ、学園単位の合同会議（○○学園

コミュニティ・スクール委員会。学校運営協議会委員全員が同委員会

のメンバー）を開催。 
・合同会議で学園としての目標等を共有。学園の運営状況等について学

校関係者評価を行うとともに、部会（支援部、地域部、評価部、広報

                                                   
2 小中連携教育（小・中学校が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から中学校教育へ

の円滑な接続を目指す様々な教育）のうち、小・中学校が目指す子供像を共有し、9年間を通じた教育課

程を編成し、系統的な教育を目指す教育。 
3 小中一貫教育を行う学校 1,130 校に対する調査の結果。 
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部等）を設けて学校支援活動を実施。 

・合同会議を開催することで、学園で子供を育てていく意識が地域の

方々で共有され、学園としての一体感や小中一貫教育の視点で学園運

営への意見をもらうことができている。 

事

例

２ 

・各小・中学校に学校運営協議会を置きつつ、中学校ブロック学校運営

協議会を組織し、中学校区共通の教育目標を掲げ、取組を実施（各小・

中学校の学校運営協議会委員の代表 3～4名が中学校ブロック学校運

営協議会委員として参画）。 

・中学校ブロック学校運営協議会の委員は、中学校ブロック学校関係者

評価委員も兼務し、連携した取組について評価を実施。 

・校区全体で子供を育てる意識の醸成、小中 9年間を見通した系統的・

統一的教育活動の展開、小・中学校間での情報・行動の連携の促進な

どの成果が見られる。 

 

○ また、このほかにも、コミュニティ・スクールとなった学校において、学

校運営協議会の委員から、小中一貫教育を積極的に進めてほしいといった声

が挙がり、実現に向けて動いている事例もあるなど、コミュニティ・スクー

ルの活動を通して、小中一貫教育に発展していく方向性も見られる。 

 

 

３．小中一貫教育を推進する上での学校運営協議会の実態 

 

（１）現行の学校運営協議会の制度 

○ 学校運営協議会は、現行の制度体系下においては、教育委員会が指定する

学校ごとに置かれ、指定学校の基本方針の承認を行うとともに、学校運営等

に対して意見を述べる機能をもたせる制度である。 

 

 （参考）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47条の 5第 1項 

   教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校の

うちその指定する学校（以下この条において「指定学校」という。）の運営に関し

て協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。  

 

○ これは、地域の実情や学校の状況を踏まえ、その学校の地域住民や当該学

校に在籍する児童又は生徒の保護者の意向を直接的に学校運営に反映させ

るかどうかについて、設置者である自治体の教育委員会が、その責任におい

て所管の学校ごとに判断を行い、特定の学校を指定して設置することとした

ものである。 
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（２）小中一貫教育を実施している学校の学校運営協議会の実態調査の結果 

 ○ 小中一貫教育など学校間連携を推進している学校運営協議会の実態を把

握するため、平成 26 年 9 月に「学校間・学校段階間の連携を推進する上で

の学校運営協議会の在り方に関する調査」を実施した。このうち、小中一

貫教育を実施している自治体における回答の概要は以下のとおりである。 

（参考資料 2参照） 

   調査対象：平成 26年 4 月時点でコミュニティ・スクールを指定している市区町村4  
   回答方法：該当市区町村の教育委員会担当者が記述式で回答。 

集計方法：小中一貫教育を実施している市区町村の回答のポイントを分類し集計。 
回 収 率：97.9% 

 

 

＜小中一貫教育を実施している学校の学校運営協議会の実態（ポイント）＞ 

○ 小中一貫教育を実施しているコミュニティ・スクールの多くは、学校運営

協議会において中学校区全体での情報の共有等を図る工夫をしており、小中

一貫教育を推進する上で学校運営協議会が有効に機能している面がある。 

○ 一方、小・中学校の合同による会議を別に設置し運営するなどにより、学

校運営協議会委員や事務局の負担等が発生するなどの課題も生じている。 

  
＜調査結果の概要＞ 

①小中一貫を推進するための学校運営協議会の運営の工夫 

○ 小中一貫教育に取り組んでいる学校では、中学校区全体での情報共有等を

図るために、学校運営協議会とは別に合同の組織体を設けたり、各校の学校

運営協議会を合同で開催するなどの工夫を行っている割合が約 88%、合同会

議は設けず、小・中学校で委員を兼務させている割合は約 5%の状況である。 

 

②合同会議を設置している場合で、個別の学校運営協議会の開催の有無 

○ 合同会議を開催している場合で、学校ごとの（個別の）学校運営協議会も

開催している自治体は約 54%の状況である。 

 

③合同会議の開催頻度（個別の学校運営協議会の開催頻度と併せて回答） 

○ 合同会議を開催し、個別の学校運営協議会も開催している自治体において

は、合同会議の開催は 1～4回が約 90%の状況に対し、個別の学校運営協議

会の開催は 1～4回が約 55%、5～8 回が約 40%の状況である。一方、個別の

                                                   
4 調査対象は学校ではなく市区町村とし、小中一貫教育、小中連携教育等を実施している市区町村におけ

る学校運営協議会の運営上の工夫や成果、課題等の概略について調査した。 
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学校運営協議会を開催していない自治体においては、合同会議の開催は 5～

8回が約 59%と最も多く、続いて 1～4回が約 29%の状況である。 

 

④合同会議の各学校運営協議会の委員構成との関係 

 ○ 小・中学校の学校運営協議会委員を全員、合同会議の委員としている（委

員が完全に重複している）割合が約 80%を超え、合同会議の委員として、各

学校運営協議会の代表者が出席している割合が約 32%の状況である。 

 

⑤合同会議を開催している場合の協議内容 

 ○ 小・中学校の学校運営協議会を合同で開催する中で、学校運営の基本方

針を承認している割合が約 60%、小・中学校合同による行事の協議を行って

いる割合が約 57%、学校関係者評価を実施している割合が約 49%、その他（学

校支援活動の協議や生徒指導上の課題や対策等について協議など）の割合

が約 65%という状況である。 

 

⑥合同会議を開催している場合、個別の学校運営協議会での協議内容 

 ○ 各小・中学校で開催する学校運営協議会においては、個別学校の抱える

課題や対応等の個別案件について協議している割合が約 60%、各校の基本方

針の承認及び学校関係者評価を実施している割合がそれぞれ約 40%の状況

である。 

 

⑦コミュニティ・スクールにおいて小中一貫教育を推進する上での成果 

 ○ 合同会議の開催など各自治体における運営上の工夫により、9年間を通じ

た教育目標や教育課程等の共有が図られているという成果を挙げた割合は

約 76%、指定校全体としての意識の共有など一体感が出ているという成果を

挙げた割合は約 19%の状況である。また、その他（系統的に教育を考えられ

るようになった、小・中学校に学校経営方針が浸透したなど）の割合は約

21%の状況である。 

 

⑧コミュニティ・スクールにおいて小中一貫教育を推進する上での課題 

 ○ 合同会議に加え、個別の学校運営協議会も開催している自治体において

は、学校運営協議会委員や事務局の負担等が増加している割合が約 65%、

学校運営協議会委員の人材確保が困難との割合が約 35%の状況である。一

方、合同会議のみで個別の学校運営協議会を開催していない自治体におい

ては、負担等が増加している割合が約 12%、人材確保が困難との割合が約

6%に対し、特に課題はないとの回答が約 47%であった。 
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４．これまでの総括と今後の方向性 

 

○ これまでに述べてきた現状等については、以下のように総括することがで

きる。 

 

① 先進的な小中一貫教育の取組において、中学校区を一つの運営単位と捉

えたコミュニティ・スクールと有機的に組み合わせることにより、大き

な成果を上げている。 

 

② 教育委員会や学校の創意工夫により、小・中学校の学校運営協議会を合

同で開催したり、学校運営協議会の委員を兼務させたりすることで、9年

間を見通した目標等の共有を図るなど、小中一貫教育を推進するための

効果的な工夫がなされている。 

 

③ 一方、現行制度上、学校運営協議会は、小学校及び中学校が別々の学校

として法整備されていることを前提としたものであるため、9年間を通じ

た方針・目標等が必ずしも十分に共有できていない地域もある。また、

小・中学校の合同による会議を別に設置し運営することで情報や目標の

共有等は可能である一方、会議開催数が多くなり、学校運営協議会委員

や事務局の負担につながっている面がある。 
 

 

○ 小中一貫教育の推進に当たって、教育の継続性や質を担保していくために

は、小中一貫教育に適した教職員体制の構築はもとより、地域住民の存在が

大きな役割を果たす。すなわち、地域全体の理解・協力が得られるかどうか

は、小中一貫教育の成否に大きな影響を与えると考えられる。 

 

○ また、小中一貫教育とコミュニティ・スクールは、ともに教育改革にとっ

て重要なツールであり、一体となって相乗効果を発揮していくことが期待さ

れることから、両者を結びつけ、互いに関連を図りつつ展開していくことが

求められる。 

 

○ このため、中学校区におけるコミュニティ・スクールの導入により、保護

者や地域住民等の参画と支援の下、より効果的な学校間連携を推進していく

ことが望ましく、小中一貫教育の推進とコミュニティ・スクールの設置促進

を一つの方向で捉えて推進していくことが必要である。 
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 ○ さらに、小中一貫教育をこれから導入しようという学校においては、導

入のプロセスとして、学区の保護者や地域住民の理解・協力を得るための

議論の場、意見を反映させる場を設けることが有効であり、学校運営協議

会がその場となることも期待される。 

 

 ○ なお、コミュニティ・スクールの有効性は、小中一貫教育に取り組む学

校に限るものではなく、全ての学校において地域ぐるみで子供を育てる体

制の構築が求められる。 

 

 

５．中学校区を単位とした学校運営協議会の推進方策（提言） 

 

（１）中学校区内の小・中学校における一体的な学校運営協議会の設置促進 

○ 小中一貫教育を一層推進する観点からも、小中一貫教育の制度化に伴い、

複数の学校で一つの学校運営協議会を設置することができるよう、現行の制

度の見直しを図ることが有効であると考える。国は、こうした点も踏まえつ

つ、中学校区内の小・中学校における一体的な学校運営協議会の設置をより

一層促進するべきである。 

 

＜複数の学校で一体的な学校運営協議会を設置するねらい＞ 

  ・9 年間を通じた目標等の共有による系統的な学校運営の実現 

・指定学校全体としての学校と地域の協働の推進 

・会議を個別・合同と重ねて開催する必要がなく、学校及び委員の負担 

が軽減され、効率的・効果的な運営が実現 

・単独では設置が厳しい学校における学校運営協議会の設置が拡大 

 

○ その際、小学校区と中学校区の関係性が多様であり（複数の小学校から一

つの中学校への進学、一つの小学校から複数の中学校（私立学校を含む）へ

の進学等）、都市部と過疎地域など地域の状況により学校間の連携の形態は

異なること、また、小中一貫教育の形にも、施設一体型、施設隣接型、施設

分離型など様々な形態があり、地域住民や保護者の関わり方も異なるため、

学校運営協議会の形も変わることに留意する必要があり、画一的な在り方と

するのではなく、地域の実情やニーズ等に応じ、柔軟な学校運営体制を可能

としていくことが必要である。 

 
○ また、小中一貫教育以外の小・中学校連携や、幼稚園も含めた中学校区全
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体の連携、中学校と高等学校との連携など、多様な学校間連携を推進する観

点から、学校運営協議会の設置について、引き続き、弾力的な在り方の検討

が求められる。 
 

（２）複数校における一体的な学校運営協議会の運営上の留意点 

○ 既述のとおり、小学校区と中学校区の関係性が多様であること、地域の状

況により学校間の連携の形態は異なることから、教育委員会は、指定対象と

する学校全体としての一貫した教育の必要性とともに、対象校全体としての

地域の実情や学校の状況等を踏まえて、指定の方法について適切に判断する

ことが重要である。 

 

○ 学校運営協議会において、9年間の一貫した教育目標や教育課程等の基本

方針の承認、9年間一貫した学校運営に対する意見、あるいは、9年間を通

じた学校支援や学校関係者評価の実施など、そのメリットを最大限生かした

運営がなされることが重要である。このため、教育委員会は、教育委員会規

則において、学校運営協議会が小中一貫した 9年間の教育目標等を承認する

旨を明定するなど、学校運営協議会の運営を通して、系統的な学校運営の実

現に資するよう配慮することが重要である。 

 

○ 学校運営協議会の役割は、指定された学校の運営に関する基本方針の承 

認や学校運営への意見等を通じ、地域住民や保護者等のニーズを的確に反映

することである。このため、小中一貫教育を目指す学校全体の運営方針や教

育課程等の承認等にとどまらず、個別学校における課題に対しても、十分な

協議や情報の共有が図られるよう、配慮することが重要である。その際、可

能な限り、会議を効率的に運営するよう配慮するなど、学校運営協議会委員

等の負担軽減策を講じていく必要がある。 

 

○ 中学校区の複数の小・中学校が小中一貫教育に取り組む場合、教育委員会

の判断によるが、全体の総合調整等を行う校長が所在する学校に、学校運営

協議会の事務局を置くことが望ましい。 

 

○ 学校運営の最終的な責任は校長にある。小中一貫教育を推進する小・中学

校がお互いの役割分担を図りながら、連携を深めていくことが大切であり、

個々の校長がきちんと学校運営に責任をもち、マネジメントしていくことが

大切である。 
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○ 指定学校全体の地域住民や保護者等のニーズが的確に反映されるよう、学

校運営協議会の委員については、一部の学校に偏ることなく、バランスの取

れた人選等を行うことが重要である。 

 

○ 指定学校全体として教職員の理解促進を図るとともに、学校運営協議会 

において合議体として適切な意思決定が行われるためにも、研修等を通じ、

教職員や委員が学校運営協議会の役割や責任について正しい理解が得られ

るよう配慮していくことが重要である。 

 

（３）教育委員会による積極的な指導助言・支援への期待 

○ 教育委員会においては、小中一貫教育に取り組む学校に限らず、自身の設

置している学校の将来像を校長と共有するとともに、学校と地域との信頼関

係や連携・協働体制の構築が進むよう、コミュニティ・スクールの設置を促

し支援することが求められる。また、保護者や地域住民が自分たちの力で学

校をよりよいものにしていくという意識を高め、学校と保護者や地域住民が

力を合わせて学校運営に取り組む環境づくりを目指して、学校関係者、地域

関係者等に対して積極的な普及・啓発等を図っていくことが求められる。 

 

○ さらに、小中一貫教育とコミュニティ・スクールを有機的に組み合わせ一

体的に推進していくためには、教育委員会が、学校や学校運営協議会委員等

に対して目指すべき姿を示し、イニシアティブを発揮していく必要があり、

積極的な指導助言・支援を行っていくことが期待される。  
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小中一貫教育等についての実態調査結果（抜粋） 

 

【小中一貫教育の主なねらい】 

 

 

【小中一貫教育の成果】 

 

95%
98%

17%
63%

77%
92%

48%
30%

42%
13%

49%
3%

学習指導上の成果を上げる

生徒指導上の成果を上げる

子供の発達の早期化に対応

異学年児童生徒の交流を促進

教員の指導力の向上

9年間を通し児童生徒を育てるという教職員の意識改革

特別支援教育における学校間の連携・協力体制を強化

保護者との協働関係を強化

地域との協働関係を強化

教育活動充実の観点から一定規模の児童生徒数確保

特色ある学校づくりを進める

その他

2%
3%
1%
5%
4%

2%
4%
3%
4%
2%

27%
8%

22%
6%
8%
11%
10%
10%
10%

6%
4%

17%
14%

10%
12%
9%

5%
6%
6%

16%
20%
21%
20%

9%
11%

3%
4%
5%

9%
9%

16%
4%
3%

6%

40%
42%

33%
57%

51%
29%

52%
45%

56%
45%

63%
60%

67%
51%

46%
46%

63%
55%
54%

51%
47%

58%
57%

62%
63%
69%

62%
65%

54%
66%

69%
64%

59%
57%

67%
36%

49%
47%

53%
58%

53%
21%
25%

32%

全国学力・学習状況調査の結果が向上した
都道府県又は市町村独自の学力調査の結果が向上した

民間の標準学力検査の結果が向上した
学習習慣の定着が進んだ
生活リズムが改善した

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が向上した
授業が理解できると答える児童生徒が増えた

勉強が好きと答える児童生徒が増えた
学習意欲が向上した

学習に悩みを抱える児童生徒が減少した
中学校への進学に不安を覚える児童が減少した
児童生徒の学校生活への満足度が高まった

いわゆる「中１ギャップ」が緩和された
いじめの問題等が減少した

不登校が減少した
暴力行為の発生件数が減少した

学習規律・生活規律の定着が進んだ
児童生徒の規範意識が高まった（子供が落ち着いた）
児童生徒に思いやりや助け合いの気持ちが育まれた

児童生徒の自己肯定感が高まった
児童生徒のコミュニケーション能力が高まった

上級生が下級生の手本となろうとする意識が高まった
下級生に上級生に対する憧れの気持ちが強まった

予防的生徒指導等の取組が充実した
特別な支援を要する児童生徒へのきめ細かな指導が充実した

教員の指導方法の改善意欲が高まった
教員の生徒指導力の向上につながった
教員の教科指導力の向上につながった

養護教諭、栄養教諭、学校事務職員などの資質能力が向上した
小学校教職員の間で基礎学力保障の必要性に対する意識が高まった

小・中学校の教職員間で互いの良さを取り入れる意識が高まった
小・中学校の教職員間で協力して指導にあたる意識が高まった

小・中学校共通で実践する取組が増えた
小・中学校の授業観や評価観の差が縮まった

小・中学校の指導内容の系統性について教職員の理解が深まった
教職員の仕事に対する満足度が高まった
保護者の学校への満足度が高まった
保護者との協働関係が強化された
地域との協働関係が強化された

同一中学校区内の小学校間の取組の差の解消につながった
異校種、異学年、隣接校間の児童生徒の交流が深まった

学校独自の新教科や領域の指導が充実した
校務分掌等、学校運営の効率化につながった

その他（自由記述）

大きな成果が認められる

成果が認められる

N=1130（小中一貫教育実施件数） ※「大きな成果が認められる」の回答が特に多い項目については●で示している。

参考資料１ 
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【小中一貫教育の課題】 

 
 

【地域や保護者との協働関係を強めることを目的に取り組んでいる事項】 

 

 

 

 

 

8%
4%

13%
7%

2%
1%
3%

2%
3%

8%
26%

21%
19%

12%
13%

7%
8%

27%
11%
12%

8%
4%

2%
5%
4%
6%

3%
13%

7%
6%
6%

17%

63%
47%
28%

34%
13%
14%

32%
25%

35%
47%

56%
54%

38%
29%

38%
59%
57%

58%
46%

54%
33%

30%
22%

49%
35%

50%
35%

45%
32%
33%

29%
36%

9年間の系統性に配慮した指導計画の作成・教材の開発

小中合同の行事等における発達段階に応じた内容設定

施設・スペース（教室、グラウンド等）の確保及び使用時間調整

時間割や日課表の工夫

チャイムの鳴らし方

転出入者への学習指導上・生徒指導上の対応

児童生徒の人間関係が固定化しないような配慮

中学校における生徒指導上の問題の小学生への影響

小学生高学年のリーダー性・主体性の育成

年間行事予定の調整・共通化

小中の教職員間での打ち合わせ時間の確保

小中合同の研修時間の確保

児童生徒間の交流を図る際の移動手段・移動時間の確保

校舎間等の移動に伴う児童生徒の安全の確保

学校間の交流を図る際の教職員の移動手段・移動時間の確保

成果や課題の分析・評価手法の確立

成果・課題の可視化と関係者間での共有

教職員の負担感・多忙感の解消

小・中学校間での負担の不均衡

教職員間での負担の不均衡

所有免許の関係で兼務発令を拡大できないこと

兼務発令の趣旨・内容に関する教職員の理解

小中の管理職間の共通認識の醸成

小中の教職員間の共通認識の醸成

小中が接続する学年又は区切り以外を担当する教職員の意識向上

小・中学校間のコーディネート機能の充実

同一中学校区内の小学校間の取組の差の解消

必要な予算の確保

小学校費、中学校費の一体的な運用（費目の一体化等）

都道府県教委の理解・協力・支援の充実

市区町村教委の理解・協力・支援の充実

その他

大きな課題が認められる

課題が認められる

N=1130（小中一貫教育実施件数） ※「大きな課題が認められる」の回答が特に多い項目については●で示している。

15%
7%

4%
15%

11%
13%

44%
20%

16%
20%

24%
20%

コミュニティ・スクールを導入している

コミュニティ・スクールの組織を小中合同で設けている

コミュニティスクールの導入に向けた検討を行っている

学校支援地域本部による取組を行っている

学校支援地域本部の組織を小中合同で設けている

学校評議員を小中合同で任命している

地域住民・保護者・学校関係者による協議会等の設置

ＰＴＡ組織を小中合同で設け、活動している

自己評価を小中合同で実施している

学校関係者評価を小中合同で実施している

小中合同の学校通信を継続的に発行している

その他
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学校間・学校段階間の連携を推進する上での学校運営協議会の 

在り方に関する調査 

（小中一貫教育を実施している自治体における回答の概要） 

 

 

目  的：小中一貫教育等学校間連携を推進している学校運営協議会の実態を把握するた

め、「学校間・学校段階間の連携を推進する上での学校運営協議会の在り方に関

する調査」を実施した。 

調査時期：平成 26年 9月 

調査対象：平成 26年 4月時点でコミュニティ・スクールを指定している市区町村（187 市

区町村）5  
回答方法：該当市区町村の教育委員会担当者が記述式で回答。 
集計方法：以下の連携の形式のうち、小中一貫教育を実施している市区町村の回答につい

て、記述のポイントを分類し集計。 
回 答 率：97.9% 

 

【学校運営協議会において実施している連携の形式の分類】 

連携の形式 自治体数 割合 

小中一貫教育6を実施 42 22.5% 

小中連携教育など7を実施（小中一貫教育を除く） 58 31.0% 

実施していない 83 44.4% 

未回答 4 2.1% 

 

①小中一貫を推進するための学校運営協議会の運営の工夫（複数回答可） 

 

                                                   
5 学校運営協議会は教育委員会が指定するものであること、短期間での調査であり指定校への負担を軽減

する必要があることから、調査対象は学校ではなく市区町村とし、小中一貫教育、小中連携教育等を実施

している市区町村における学校運営協議会の運営上の工夫や成果、課題等の概略を把握するにとどめた。 
6 注釈 2と同様。 
7 注釈 2に記載の「小中連携教育」の定義のうち、小中一貫教育を実施している学校を除いた上、小学校

同士の連携、中学校同士の連携、幼小中連携など、学校間連携を進めている学校を含む。 

参考資料２ 
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※「小中合同会議の設置」は、各学校の学校運営協議会を合同で開催、あるいは、学校運営

協議会とは別に合同の会議を開催しているとの回答。合同会議の名称としては「○○学園

コミュニティ・スクール」「○○中学校区ブロック学校運営協議会」など様々。 

※「小中で委員を兼務させる」は、合同会議は設置せず、小学校・中学校の委員を一部兼務

させているとの回答。 

※「その他」は、学校運営協議会を小・中学校で完全に一体的に運営しているため、合同会

議という認識がない自治体（5自治体） 

 

②個別の学校運営協議会の開催の有無（合同会議を開催している自治体に確認） 

個別の学校運営協議会の開催 自治体数 割合 

あり 20 54.1% 

なし 17 45.9% 

 

③合同会議の開催頻度（個別の学校運営協議会の開催頻度と併せて回答） 

ア．個別の学校運営協議会を開催している自治体 

 
 

 イ．個別の学校運営協議会を開催していない自治体 

 
 

  

- 84 -



16 
 

④合同会議の各学校運営協議会の委員構成との関係（複数回答可） 

 

※「完全重複」は、合同会議の委員に各学校運営協議会の委員が全員重複しているとの回答。 

※「代表者が出席」は、合同会議の委員として、各学校運営協議会の一部の委員が代表とし

て出席しているとの回答。 

 

⑤合同会議を開催している場合の協議内容（複数回答可） 

 

※「基本方針の承認」は、校長の定める学校運営の基本方針を合同会議（各学校運営協議

会の合同開催）において承認しているとの回答。 

※「行事の協議」は、小・中学校合同で開催する行事の内容を協議している等の回答。 

※「学校関係者評価の実施」は、合同会議において、小・中学校の学校関係者評価を実施

しているとの回答。 

※「その他」は、教職員の任用に関する意見、学校支援活動の協議、生活指導、通学路の

安全対策、いじめ等の生徒指導上の課題や対策について協議している等の回答。 

 

⑥合同会議を開催している場合、個別の学校運営協議会での協議内容（複数回

答可） 

 

※「個別の学校案件」は、各学校の抱える課題や対応等に関する情報共有や協議を行って

いる等の回答。 
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※「その他」は、学校支援活動の内容、実働する部会での取組内容、合同会議で話題とな

った内容、予算等について協議している等の回答。 

※「個別の会議なし」は、学校運営協議会の会議として小・中学校合同で開催しているた

め、学校ごとに会議は開催していない等の回答。 

 

⑦コミュニティ・スクールにおける小中一貫教育を推進する上での成果（複数

回答可） 

 

※「目標の共有」は、9 年間を通じた教育目標、系統的な教育課程等を共有している等の回

答。「目標の共有」及び「一体感（意識の共有）」を共に挙げた自治体については、「目標

の共有」にカウントしている。 

※「一体感（意識の共有）」は、小・中学校の学校・地域の関係者において、意識の共有が

図られているとの回答。 

※「その他」は、系統的に教育を考えられるようになった、小・中学校に学校経営方針が

浸透した、ボランティアが増加した等の回答。 

 

⑧コミュニティ・スクールにおいて小中一貫教育を推進する上での課題（複数

回答可） 

 

  ※「負担増」は、各学校の委員構成が重複してしまい、委員及び学校に負担が生じている等

の回答。 

  ※「人選、人材確保」は、学校運営協議会委員として適切な人材が不足しており、人選、人

材確保が困難である等の回答。 

※「その他」は、学校数が多いため市教委が積極的に関われない、関係する組織が多いと

円滑なネットワークづくりができない等の回答。 
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政策 法令名 条 条文

コミュニティ・
スクール

第四十七条
の五

　教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学
校のうちその指定する学校（以下この条において「指定学校」という。）の運営に
関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことが
できる。

２　学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指
定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認
める者について、教育委員会が任命する。

３　指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他
教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校
の学校運営協議会の承認を得なければならない。

４　学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項（次項に規定する事
項を除く。）について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができ
る。
５　学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事
項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場
合において、当該職員が県費負担教職員（第五十五条第一項、第五十八条第
一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事
務を行う職員を除く。第九項において同じ。）であるときは、市町村委員会を経由
するものとする。

６　指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規
定により述べられた意見を尊重するものとする。

７　教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該
指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められ
る場合においては、その指定を取り消さなければならない。

８　指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会
の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運
営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。

学校評議員
学校教育法
施行規則

第四十九条 　小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

２　学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができ
る。

３　学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見
を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

学校評価

学校教育法 第四十二条 　小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他
の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を
図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければ
ならない。

第四十三条 　小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解
を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小
学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するも
のとする。

学校教育法
施行規則

第六十六条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評
価を行い、その結果を公表するものとする。

２ 　前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目
を設定して行うものとする。

第六十七条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童
の保護者その他の当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評
価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第六十八条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により
評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律

法令一覧
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
を
核
と
し
た
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
の
一
層
の
推
進
に
向
け
て

～
全
て
の
学
校
が
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
へ
と
発
展
し
、
子
供
を
中
心
に
据
え
て
人
々
が
参
画
・
協
働
す
る
社
会
を
目
指
し
て
～

（
平
成
2
7
年
3
月
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
推
進
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
）

今
後
の
目
指
す
べ
き
基
本
的
方
向
性

■
社
会
の
動
向
、
子
供
た
ち
の
教
育
環
境
を
取
り
巻
く
状
況

・
人
口
減
少
の
進
行
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
、
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
や
支
え
合
い
の
希
薄
化
、
貧
困
問
題
の
深
刻
化
、
児
童
虐
待
の
増
加

・
子
供
た
ち
の
規
範
意
識
や
社
会
性
等
の
課
題
、
複
雑
化
・
多
様
化
し
た
学
校
の
課
題
に
伴
う
、
教
職
員
の
勤
務
負
担

■
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
等
の
現
状
と
課
題
等

・
学
校
に
対
す
る
保
護
者
や
地
域
の
理
解
の
深
ま
り
や
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
等
の
成
果
の
一
方
、
導
入
に
消
極
的
な
自
治
体
が
存
在
し
取
組
に
地
域
差
が
発
生
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と
学
校
支
援
地
域
本
部
等
の
連
携
不
足
、
学
校
評
議
員
制
度
の
形
骸
化
の
指
摘
。

現
状

社
会
総
掛
か
り
で
の
教
育
の
実
現

地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
の
一
層
の
推
進

学
校
を
核
と
し
た
地
域
づ
く
り
の
推
進

■
現
在
の
子
供
や
学
校
の
抱
え
る
課
題
の
解
決
、
子
供

た
ち
の
豊
か
な
成
長
の
た
め
に
は
、
学
校
・
家
庭
・

地
域
が
連
携
・
協
働
し
、
社
会
総
掛
か
り
で
の
教
育

の
実
現
が
不
可
欠
。

■
地
域
の
人
々
と
目
標
を
共
有
し
、
地
域
と
一
体
と
な
っ

て
子
供
た
ち
を
育
む
「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
」
を

目
指
し
、
そ
の
中
核
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
を

据
え
、
設
置
促
進
を
図
っ
て
い
く
べ
き
。

■
学
校
を
核
と
し
た
協
働
の
取
組
を
通
じ
て
、
地
域
の

人
々
の
つ
な
が
り
を
深
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化

を
図
る
「
学
校
を
核
と
し
た
地
域
づ
く
り
」
を
推
進
し

て
い
く
視
点
も
重
要
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
拡
大
・
充
実
の
た
め
の
推
進
方
策
（
提
言
）

＜
国
に
お
け
る
推
進
方
策
＞

１
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と
学
校
支
援
地
域
本
部
等
の
取
組
の
一
体
的
な
推
進

■
学
校
運
営
協
議
会
の
機
能
と
、
学
校
支
援
や
学
校
関
係
者
評
価
等
の
機
能
を
一
体

的
に
推
進
し
、
学
校
運
営
の
改
善
を
果
た
す
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
確
立

⇒
学
校
支
援
地
域
本
部
等
の
取
組
か
ら
学
校
運
営
協
議
会
へ
の
発
展
、
学
校
関
係
者

評
価
委
員
会
か
ら
学
校
運
営
協
議
会
へ
の
発
展
等
を
促
進

【
推
進
の
た
め
の
具
体
的
方
策
】

・
一
体
的
に
推
進
す
る
取
組
に
対
す
る
重
点
的
支
援

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
設
置
の
手
引
き
の
改
訂

・
Ｃ
Ｓ
マ
イ
ス
タ
ー
、
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
連
携
に
よ
る
推
進
運
動
等
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２
．
学
校
の
組
織
と
し
て
の
総
合
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
強
化

■
組
織
と
し
て
の
力
を
最
大
限
発
揮
す
る
た
め
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
強
化
が
必
要
。

【
推
進
の
た
め
の
具
体
的
方
策
】

・
教
職
員
の
研
修
機
会
・
内
容
の
充
実
に
向
け
た
支
援

・
教
員
養
成
段
階
に
お
け
る
地
域
と
の
連
携
・
協
働
に
関
す
る
意
識
付
け

・
地
域
連
携
の
中
核
と
な
る
教
職
員
の
明
確
化
、
事
務
機
能
の
強
化

３
．
地
域
の
人
々
や
保
護
者
等
多
様
な
主
体
の
参
画
の
促
進

■
保
護
者
や
地
域
が
学
校
運
営
に
対
す
る
当
事
者
意
識
を
高
め
力
を
合
わ
せ
る
必
要
。

【
推
進
の
た
め
の
具
体
的
方
策
】

・
保
護
者
、
地
域
関
係
者
を
広
く
集
め
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
の
開
催
、
研
修
へ
の
支
援

・
学
校
支
援
地
域
本
部
の
設
置
促
進
、
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
育
成
・
機
能
強
化

４
．
協
働
に
よ
る
学
校
を
核
と
し
た
地
域
づ
く
り
の
促
進

■
地
方
創
生
の
観
点
等
か
ら
、
学
校
を
核
と
し
た
地
域
づ
く
り
の
動
き
を
促
進
。

【
推
進
の
た
め
の
具
体
的
方
策
】

・
学
校
を
核
と
し
て
地
域
づ
く
り
を
実
現
し
て
い
る
好
事
例
の
収
集
・
発
信

・
首
長
部
局
等
と
の
協
働
に
よ
る
課
題
解
決
型
学
校
モ
デ
ル
の
構
築

・
学
校
・
地
域
協
働
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
（
仮
称
）
の
仕
組
み
の
構
築

５
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
等
の
多
様
性
と
裾
野
の
拡
大

■
類
似
の
仕
組
み
を
段
階
的
な
姿
と
し
て
捉
え
、
ｺﾐ
ｭﾆ
ﾃｨ
・
ｽｸ
ｰﾙ
へ
の
移
行
を
促
進
。

６
．
幅
広
い
普
及
・
啓
発
と
戦
略
的
な
広
報

■
制
度
の
意
義
・
成
果
等
へ
の
理
解
を
促
す
た
め
の
教
育
長
等
へ
の
働
き
か
け
の
促
進

７
．
魅
力
（
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）
の
提
供

■
教
職
員
体
制
の
整
備
充
実
な
ど
体
制
面
・
財
政
面
等
の
負
担
の
解
消
に
向
け
た
支
援

８
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
推
進
実
行
プ
ラ
ン
（
仮
称
）
の
策
定

■
3
,0
0
0
校
の
推
進
目
標
の
先
を
見
据
え
た
ビ
ジ
ョ
ン
や
具
体
策
等
を
示
し
た
ア
ク

シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
の
策
定
・
公
表

＜
都
道
府
県
・
市
町
村
の
役
割
と
推
進
方
策
＞

■
今
後
、
各
地
方
公
共
団
体
は
、
全
て
の
学
校
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー

ル
化
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
、
一
層
の
拡
大
・
充
実
に
向
け
て
取
組
を
推
進
。

■
教
育
長
や
校
長
の
力
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
に
期
待
し
、
教
職
員
等
の
研

修
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
の
開
催
に
よ
る
積
極
的
な
普
及
・
啓
発
等
を
要
請
。

今
後
の
学
校
運
営
協
議
会
制
度
等
の
在
り
方
（
提
言
）

１
．
現
行
の
学
校
運
営
協
議
会
の
機
能
の
取
扱
い

■
現
行
の
学
校
運
営
協
議
会
の
３
つ
の
機
能
は
、
引
き
続
き
備
え
る
べ
き
。

特
に
、
教
職
員
の
任
用
に
関
す
る
意
見
の
取
扱
い
に
つ
い
て
適
切
な
理
解
を
促
す

一
方
、
当
該
機
能
を
主
活
動
に
位
置
付
け
な
い
柔
軟
な
運
用
も
提
示
。

２
．
学
校
評
議
員
か
ら
学
校
運
営
協
議
会
へ
の
移
行
の
促
進

■
公
立
学
校
に
つ
い
て
、
学
校
評
議
員
か
ら
学
校
運
営
協
議
会
へ
の
移
行
を
積
極
的

に
促
進
。
す
ぐ
に
移
行
で
き
な
い
学
校
は
、
学
校
評
議
員
の
合
議
体
を
形
成
し
学

校
運
営
へ
の
参
画
を
促
す
こ
と
で
機
能
化
・
活
性
化
を
図
る
。

３
．
学
校
支
援
に
係
る
機
能
の
明
確
化

■
地
域
住
民
等
の
理
解
や
協
力
、
参
画
等
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
学
校
運
営
協
議
会

の
機
能
の
一
つ
と
し
て
、
学
校
支
援
活
動
等
の
総
合
的
な
企
画
・
調
整
の
機
能
の

明
確
化
を
検
討
。

４
．
学
校
関
係
者
評
価
に
係
る
機
能
の
明
確
化

■
学
校
運
営
協
議
会
制
度
と
学
校
評
価
の
制
度
を
有
機
的
に
組
み
合
わ
せ
、
両
者
を

一
体
的
に
推
進
。

５
．
こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
制
度
的
位
置
付
け

■
す
べ
て
の
学
校
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
化
に
取
り
組
み
、
地
域
と
相
互
に

連
携
・
協
働
し
た
活
動
を
展
開
す
る
た
め
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
仕

組
み
の
必
置
に
つ
い
て
検
討
。

■
国
は
、
以
下
の
検
討
の
方
向
性
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
具
体
的
な
検
討
を
進
め

る
。
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コミュニティ・スクールの推進等に関する調査研究協力者会議の開催について 

平成２６年６月４日 

初等中等教育局長決定 

１．趣旨 

教育再生に向けた諸改革が進められる中、家庭や地域の教育力を高め、それを結集し

た学校づくりの推進が一層求められている。平成１６年にコミュニティ・スクール（学

校運営協議会制度）が法制化されて以降、その設置数は着実に増加するとともに、保護

者や地域住民の学校運営への参画と学校支援を一体とした取組が見られるなど、制度の

一定の定着が見られるが、取組の地域差が大きく、各種事業等との連携不足も指摘され

ている。また、平成２５年１２月の中央教育審議会答申では、地域とともにある学校づ

くりを一層推進していくために、学校運営協議会を基盤とした、学校・家庭・地域の三

者の協働体制の在り方について検討の必要性が指摘されているところである。 

このため、今改めて、地域とともにある学校づくりを推進し、子供の豊かな学びと成

長を一層支援していくため、コミュニティ・スクールの一層の拡大・充実に向けた方策

とともに、学校運営協議会を基盤とした学校・家庭・地域の三者の連携協働により総合

的に子供を育てる体制の在り方と推進方策等について、外部の有識者等の協力を得て、

調査研究を行う。また、教育委員会制度改革が進められる中、教育委員会と首長部局の

協働により、まちぐるみで地域とともにある学校づくりを推進していくことが期待され

ており、その在り方等について調査研究を行う。 

 

２．調査研究事項 

（１） コミュニティ・スクールの一層の拡大・充実に向けた方策に関すること 

（２） 学校運営協議会を基盤とした、学校・家庭・地域の三者の協働体制の在り方に

関すること 

（３） 教育委員会と首長部局の協働による、地域とともにある学校づくりの在り方に

関すること 

 

３．実施方法 

（１） 別紙の有識者等の協力を得て、調査研究を行う。 

（２） 本協力者会議の下にワーキンググループを置くことができる。 

（３） 必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くこと

ができる。 

 

４．実施期間  

平成２６年６月２０日から平成２８年３月３１日までとする。 

 

５．その他 

この調査研究協力者会議に関する庶務は、初等中等教育局参事官（学校運営支援担当）

付において処理する。 
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コミュニティ・スクールの推進等に関する調査研究協力者会議委員 委員 

 

（五十音順 敬称略） 

 

天笠 茂   千葉大学教育学部教授 

安齋 宏之  福島県田村市立緑小学校長 

生重 幸恵  特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事 

一般社団法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議

会代表理事 

生田 義久  京都市教育委員会教育長 

貝ノ瀬 滋  東京都三鷹市教育委員会教育委員 

金子 郁容  慶應義塾大学政策・メディア研究科教授 

小西 哲也  山口県教育委員会教育次長 

小林 円   横浜市立根岸中学校事務職員 

小松 郁夫  常葉大学教職大学院教授、国立教育政策研究所名誉所員 

佐藤 晴雄  日本大学文理学部教授 

新庄 惠子  港区立高陵中学校長 

竹原 和泉  横浜市立東山田中学校コミュニティハウス館長 

特定非営利活動法人まちと学校のみらい代表理事 

田谷 克裕  日本ＰＴＡ全国協議会総務委員会委員長代理 

東京都公立中学校ＰＴＡ協議会会長 

都築 由美  奈良市立富雄中学校区地域教育協議会代表コーディネーター 

奈良市教育委員 

中島 幸男  福岡県芦屋町教育委員会教育長 

西川 信廣  京都産業大学文化学部教授、教職課程教育センター長 

屋敷 和佳  国立教育政策研究所教育政策・評価研究部総括研究官 

山野 則子  大阪府立大学人間社会学部大学院人間社会学研究科教授 

四柳 千夏子 三鷹中央学園コミュニティ・スクール委員会副会長 

（◎：座長、○：副座長） 

◎ 

○ 
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調査研究協力者会議の検討経過 

 

第１回（平成２６年６月２０日） 

  主な内容：有識者ヒアリング（安齋宏之委員、佐藤晴雄委員） 

       コミュニティ・スクールの現状と課題の整理 

コミュニティ・スクールの推進方策 

 

第２回（平成２６年７月８日） 

  主な内容：有識者ヒアリング（小西哲也委員） 

コミュニティ・スクールの現状と課題の整理 

コミュニティ・スクールの推進方策 

 

第３回（平成２６年７月２８日） 

  主な内容：有識者ヒアリング（都築由美委員、山野則子委員） 

       コミュニティ・スクールの現状と課題の整理 

コミュニティ・スクールの推進方策 

 

第４回（平成２６年９月３日） 

主な内容：コミュニティ・スクールの現状と課題の整理 

コミュニティ・スクールの推進方策 

（これまでの審議の整理を取りまとめ） 

 

第５回（平成２６年１０月２０日） 

  主な内容：小中一貫教育を推進する上での学校運営協議会の在り方に 

ついて（第一次報告取りまとめ） 

 

第６回（平成２６年１２月２４日） 

  主な内容：今後の学校運営協議会制度の在り方 

 

第７回（平成２７年１月２０日） 

  主な内容：今後の学校運営協議会制度の在り方 

 

第８回（平成２７年２月２３日） 

  主な内容：報告案の審議 

 

第９回（平成２７年３月１７日） 

  主な内容：報告案の審議・取りまとめ 
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